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キーワード：国際裁判管轄、国際民事手続法、管轄合意、仲裁、ハーグ国際私法会議 
 
１．研究計画の概要 
 
ハーグ国際私法会議が 2005 年に採択した
「管轄合意に関する条約」について、その作
成経緯に遡って検討・分析し、各国の国際裁
判管轄・外国判決承認執行に関するルールに
ついての考え方の違い及び共通性を明らか
にするとともに、国際商事仲裁との比較を通
じて、問題点を浮き彫りにする。そして、日
本における国際裁判管轄に関する新規立法
に生かしていく方策を考える。 
 
２．研究の進捗状況 
 
(1)「管轄合意に関する条約」の関連文書を整
理・分析するとともに、条約国際学会等への
参加を通じて諸外国の研究者等との議論を
深めることができた。 
(2)最大の研究成果は、裁判管轄権をすべて対
人的に捉えるのか、それとも普通裁判籍と特
別裁判籍に分け、前者は対人的に捉え、後者
は事物的に、すなわち、請求権との関連で捉
えるのかという違いについての研究である。
アメリカは管轄権の基礎を連邦憲法の適正
手続条項に置いていることから、被告の財産
権を犯すことになる可能性がある裁判を行
うことが適正手続に反しないかどうかが問
題とされ、被告との合理的関連性の有無が決
め手とされる。これに対して、大陸法系諸国
では、後者の見方がされている。日本は本来
は後者の仕組みを導入したはずではあるが、
判例の考え方は前者の発想に近いものがあ
ることを明らかにした。 
(3)また、その他の個別論点として、国際裁判
管轄における専属管轄の根拠について、国家

主権との関係を明らかにした。すなわち、①
不動産の物権に関する訴訟、②会社の有効性
等に関する訴訟、③特許権等の登録を要する
知的財産権の有効性等に関する訴訟、④登
記・登録に関する訴訟、これらはそれぞれ不
動産所在地、設立準拠法国、知的財産権登録
国、登記・登録国の専属管轄とされるが、こ
のような発想は国内裁判管轄の議論にはみ
られないものであり、他国の主権的行為に一
定の敬意を払い、介入しないという国際法的
発想によってでなければ説明できないもの
であることを明らかにした。 
(4)その他、管轄合意を認める要件などについ
ても、日本での国際裁判管轄立法に役立つ論
点を抽出することができた。  
  
 
３．現在までの達成度 
 
②おおむね順調に進展している。 
(理由) 
2008年 3月に、『ハーグ国際裁判管轄条約』
と題する本を出版することができた。これは
ハーグ条約の立法経緯を整理・分析するとと
もに、条約条文の対訳、1999 年条約案及び
2005 年条約の公式報告書の翻訳(後者は著
者が執筆者のひとり)等の資料を載せたもの
である。これにより、「管轄合意に関する条
約」についてはほぼ研究を終えることができ
たと考えている。これに対して、当事者によ
る予防法的対応という点では共通する管轄
合意と国際商事仲裁合意との比較研究につ
いてはまだ研究が十分とは言えない。 
 
４．今後の研究の推進方策 
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最終年度である 2009 年度には、管轄合意と
国際商事仲裁合意との比較研究を進めると
ともに、日本における国際裁判管轄に関する
新規立法にハーグ国際私法会議での議論を
生かす努力を続けていきたい。 
 
５. 代表的な研究成果 
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に
は下線） 
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